
様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  物価高騰対策緊急支援給付金確認書

 福祉部福祉政策課

 申請者から提出された確認書の本人情報及び口座情報の確認

記録項目

記録範囲  物価高騰対策緊急支援給付金確認書を提出したもの

記録情報の収集方法  支払い管理システムへの入力により収集している

 含む

記録情報の経常的提供先  口座情報のみ、滋賀銀行に提供している

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 申請者　氏名
申請者　住所（4/20時点）
申請者　現住所
申請者　振込先銀行口座情報（金融機関名・支店・口座番号・口座名義）

代理人が申請する場合
代理人　氏名
代理人　住所

申請者がＤＶを受けている場合は、ＤＶの内容

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  民生委員児童委員台帳ファイル

 福祉部福祉政策課

 民生委員児童委員活動事務のために利用する

記録項目

記録範囲  民生委員児童委員として委嘱された者

記録情報の収集方法  推薦調書により書面にて収集する

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２生年月日、３住所、４連絡先、５職業、６性別、７役職、８委員
歴、９表彰歴、１０担当地区

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  成年後見報酬助成実績一覧

 福祉部福祉政策課

 成年後見報酬助成事務のために利用する

記録項目

記録範囲  報酬助成の対象となる者

記録情報の収集方法  成年後見人等より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １対象者氏名、２住所、３生年月日、４後見人等氏名、５後見人等連絡先、
６生活保護の有無、７預貯金額

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  成年後見制度市長申立一覧

 福祉部福祉政策課

 成年後見市長申立審査事務における審査・申立のために利用する

記録項目

記録範囲  市長申立を行う者

記録情報の収集方法  関係課より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １対象者氏名、２申立原因、３申立結果、４後見人等氏名、５費用返還の有
無

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  避難行動要支援者名簿ファイル

 福祉部福祉政策課

 避難行動要支援者名簿作成事務のために利用する

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  書面及び他課入力事項をシステムにて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２性別、３生年月日（年齢）、４所属自治会、５個別計画作成の有
無、６タイムライン作成の有無、７住所、８連絡先、９介護認定度、　１０
身体障害程度等級、１１知的障害程度等級、１２避難場所、１３生命に関わ
る医療機器の使用、１４民生委員との関わり、１５要支援者の条件に満たな
いが名簿掲載について申請があったか否か、１６障害部位、１７留意事項、
１８避難手段、１９民生委員名、２０民生委員連絡先、２１同居状況、２２
自宅外の緊急連絡先

 １介護保険における要介護3・4・5の認定者、２身体障害者手帳1級・2級の
所持者、３療育手帳のA1・A2所持者、４小児慢性特定疾病及び特定医療費（
指定難病）受給者のうち、寝たきり及び人口呼吸器、吸引器、酸素濃縮器を
ご利用の方、５民生委員が把握している高齢者等のうち、避難行動に支援が
必要と判断された方、６上記以外に避難に支援が必要で、名簿登録を希望す
る方で市長が認めるもの

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  特別弔慰金申請者ファイル

 福祉部福祉政策課

 特別弔慰金受付・支給事務のために利用する

記録項目

記録範囲  特別弔慰金の申請対象となる者

記録情報の収集方法  請求者より書面にて収集する

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 【戦没者】
１氏名、２除籍時の本籍、３もとの身分、４生年月日、５死亡年月日
【申請者】
１氏名、２戦没者との続柄、３住所、４生年月日、５連絡先、６国債の償還
金希望支払場所

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  大津市特別定額給付金支給業務

 福祉部福祉政策課

 申請者から提出された申請書の本人情報及び口座情報の確認

記録項目

記録範囲  大津市特別定額給付金支給申請書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面により収集している。

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 申請者および同一世帯に属する者
１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５連絡先、６振込先銀行口座情報（
金融機関名・支店・口座番号・口座名義）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書

 福祉部福祉政策課

 申請者から提出された申請書の本人情報及び口座情報の確認

記録項目

記録範囲  新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書を提出した者

記録情報の収集方法  対象者台帳（エクセルシート）への入力により収集している

 含まない

記録情報の経常的提供先  口座情報のみ、滋賀銀行に提供している

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 申請者および同一世帯に属する者
１氏名、２生年月日、３住所、４連絡先、５個人番号（マイナンバー）、６
収入および預貯金、７振込先銀行口座情報（金融機関名・支店・口座番号・
口座名義）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  おおつならではの就労移行支援事業加算費支給決定者ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目  １氏名、２住所、３生年月日、４他の識別番号

記録範囲

記録情報の収集方法  本人以外（加算費交付対象法人）より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 特別な支援を行う指定障害福祉サービス事業所を運営する社会福祉法人等に
対する加算費の支給にあたり、加算要件を満たすことを確認するため

 加算対象となる該当サービスの支給決定を受けた障害者、事業所職員・講師
氏名

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  タクシー利用券・ガソリン助成券　製本・発送関係書

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 重度障害者に対し、タクシー利用助成券又はガソリン助成券を交付するため
。（根拠法令等：大津市障害者交通手段利用助成要綱）

 1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5収入、6納税状況、7公的扶助、8障
害状況

 大津市内の重度身体障害者（児）及び重度知的障害者（児）、重度精神障害
者（児）、及びその保護者等

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  日常生活用具の支給決定者ファイル

 福祉部障害福祉課

 日常生活用具の支給決定に関する事務を行うため

記録項目

記録範囲  障害者等日常生活用具給付等申請書を提出した者

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５個人番号、６電話番号、７所得・
課税状況、８世帯情報、９申請内容、１０障害の状況、１１病歴

 （保有個人情報の収集の相手方）本人、保護者（成年後見人等含む）
（手段）本人等より書面にて収集

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  移動支援事業利用決定者ファイル

 福祉部障害福祉課

 移動支援事業の利用決定処理及び利用者台帳管理を行うために利用する

記録項目

記録範囲  移動支援事業利用申請書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  ー

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 ー

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  ー

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５宛名番号、６申請内容、７決定内
容

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称

 福祉部障害福祉課

記録項目  １個人番号、２他の識別番号、３氏名、４住所、５生年月日、６電話番号

記録範囲

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  ー

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 ー

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  ー

 高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費支給に関する受給者
ファイル

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費の支給にかかる審査
処理のために利用する

 高額障害福祉サービス等給付費・高額障害児通所給付費支給申請書を提出し
た者

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  在宅重度障害者（児）紙おむつ給付事業関係書

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  大津市在住の身体障害者（児）、知的障害者（児）及びその保護者等

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 在宅重度障害者（児）へ紙おむつを給付するため。（根拠法令等：大津市日
常生活用具給付等事業実施要綱　）

 1個人番号、2他の識別番号、3氏名、4生年月日、5住所、6電話番号、7家族
状況、8収入、9納税状況、10障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  滋賀型地域活動支援センター運営費補助事業関係書

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  本人（補助金の交付対象となる、滋賀型地域活動支援センターの利用者。）

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 障害者が利用する滋賀型地域活動支援センターを運営するものに対し、補助
金を交付するため。

 1在籍する地域活動支援センター名、2氏名、3住所、4年齢、5障害種別、6障
害者手帳番号、7障害程度、8障害判定意見の有無、9施設の利用区分、10施設
の利用予定期間

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  自立支援医療（育成医療）支給認定関係書ファイル

 福祉部障害福祉課

 自立支援医療（育成医療）費公費負担のための支給認定事務のため。

記録項目

記録範囲  大津市自立支援医療費（育成医療）支給認定申請書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １個人番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６家族状況、７収
入、８障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  自立支援医療（更生医療）支給認定関係書ファイル

 福祉部障害福祉課

 自立支援医療（更生医療）費公費負担のための支給認定事務

記録項目

記録範囲  大津市自立支援医療（更生医療）支給認定申請書を提出したもの

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １個人番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６家族状況、７収
入、８障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  手話通訳者派遣事業

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  市内の聴覚障害者等

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 意思疎通のため手話を必要とする聴覚障害者等に対し、手話通訳を派遣する
ため。（根拠法令等：大津市手話通訳・要約筆記派遣事業実施要領）

 1個人番号、2他の識別番号、3氏名、4生年月日、5住所、6電話番号、7障害
の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  障害支援区分に関する事務関係書

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  本人及びその家族

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  他の官公庁、訪問調査委託先

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 申請者の状況・ニーズ・支援の必要性などを的確に捉え、必要なサービス量
・期間等を決定するため

 1個人番号、2他の識別番号、3氏名、4住所、5年齢、6性別、7電話番号、8家
族状況、9親族関係、10婚姻歴、11職業・職歴、12学業・学歴、13成績・評価
、14趣味・嗜好、15収入、16病歴、17犯罪の経歴、18犯罪により害を被った
事実、19障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  障害者団体等運営事業費補助金関係書

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  本人

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 障害者団体又はボランティア団体に対し、その運営に要する経費の一部を補
助し、もって福祉の増進を図るため。

 1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  障害福祉サービス支給決定者ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  申請書その他必要書類を提出した者

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 障害福祉サービスの支給決定、支給内容の変更及び利用者台帳管理を行うた
め。

 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５個人番号、６電話番号、７所得・
課税状況、８世帯状況、９学歴、１０申請内容、１１障害福祉サービス決定
内容、１２障害の状況、１３病歴

 （保有個人情報の収集の相手方）本人、保護者（成年後見人等を含む）
（手段）書面にて収集する

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  障害福祉課ケースファイル

 福祉部障害福祉課

 障害福祉課のケースワーク業務に活用するため。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５個人番号、６電話番号、７所得・
課税状況、８世帯状況、９学歴、１０障害福祉サービス決定内容、１１障害
の状況、１２病歴、１３犯罪の経歴、１４犯罪により害を被った事実、１５
メールアドレス

 1.障害のある者（児童含む）
 2.1の保護者及び親族
 3.1の関係者

 (保有個人情報の収集の相手方)本人、家族、支援機関担当者、成年後見人等
 (手段)1.本人等より障害福祉課に提出された各種申請書等から収集、2.本人
、関係機関等からの電話・メール・口頭等による情報提供より収集、3.関係
機関からの文書により収集

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  障害福祉活動推進事業補助金関係書

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  本人

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 障害福祉団体等が実施する自主的な障害福祉に関する活動に要する経費の一
部を補助し、障害者（児）の社会参加を促進し、社会生活の充実を図るため

 1氏名、2住所、3電話番号

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  身体障害者手帳交付関係書ファイル

 福祉部障害福祉課

 身体障害者手帳交付事務における本人の審査のために利用する。

記録項目  １氏名、２生年月日、３住所、４電話番号、５顔写真、６障害の状況

記録範囲  身体障害者手帳交付申請（届）書

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  精神障害者生活支援推進事業に関する事務

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  本人

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 対象となる精神障害者に対し、精神障害者生活支援推進事業費補助金を交付
するため。

 1氏名、2生年月日、3住所、4障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  精神障害者通院医療費公費負担に関する事務ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  自立支援医療費（精神通院医療）支給認定申請書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  滋賀県立精神保健福祉センター

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 精神障害者通院医療費公費負担給付のための県への経由事務。（根拠法令等
：精神保健及び福祉に関する法律　）

 １個人番号、２他の識別番号、３氏名、４生年月日・年齢、５性別、６住所
、７電話番号、８家族状況、９納税情報、１０公的扶助、１１医療機関、１
２有効期間　１３障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  精神障害者保健福祉手帳交付に関する事務ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  精神障害者手帳交付申請書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  滋賀県立精神保健福祉センター

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 精神障害者保健福祉手帳を交付するための県への経由事務。（根拠法令等：
精神保健及び福祉に関する法律）

 １個人番号、２他の識別番号、３氏名、４生年月日・年齢、５性別、６家住
所、７電話番号、８家族状況、９障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  大津市立障害者福祉センターの使用許可等に係る利用者ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目  １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５電話番号

記録範囲  市内の障害者及び障害者団体等の代表者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

□ 法第６０条第２項第１号

☑ 法第６０条第２項第２号

□ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 障害者の自主的活動を支援するための障害者福祉センターの使用許可等を受
けた者の情報管理のために利用する

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  中継サービス事業に関する事務

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  本人

記録情報の収集方法  文書

 含む

記録情報の経常的提供先  市長の指定する者（以下「協力者」という。）

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 聴覚障害者等が、相手方に対して情報等を伝達する必要がある場合に、メー
ル又はFAXにより情報等を発信し、協力者が相手方に伝達するサービスのため

 1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  特別児童扶養手当支給認定関係書ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  特別児童扶養手当認定請求書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 中度以上の障害児の保護者に対する特別児童扶養手当の認定及び国の手当支
給に係る事務の為（根拠法令等：特別児童扶養手当等の支給に関する法律）

 １個人番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６家族状況、７収
入、８障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  特別障害者手当支給認定関係書ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  特別障害者手当認定請求書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 重度障害者（児）へ特別障害者手当等を支給するため。（根拠法令等：特別
児童扶養手当等の支給に関する法律）

 １個人番号、２氏名、３生年月日、４住所、５電話番号、６家族状況、７収
入、８障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  日中一時支援事業利用決定者ファイル

 福祉部障害福祉課

 日中一時支援事業の利用決定処理及び利用者台帳管理を行うため

記録項目

記録範囲  日中一時支援事業利用申請書を提出した者

記録情報の収集方法  本人の申請

 含む

記録情報の経常的提供先  ー

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  ー

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５宛名番号、６個人番号、７申請内
容、８決定内容

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  避難行動要支援者ファイル

 福祉部障害福祉課

 避難行動要支援者名簿作成事務のために利用する

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  書面及び他課入力事項をシステムにて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２性別、３生年月日（年齢）、４所属自治会、５個別計画作成の有
無、６タイムライン作成の有無、７住所、８連絡先、９介護認定度、　１０
身体障害程度等級、１１知的障害程度等級、１２避難場所、１３生命に関わ
る医療機器の使用、１４民生委員との関わり、１５要支援者の条件に満たな
いが名簿掲載について申請があったか否か、１６障害部位、１７留意事項、
１８避難手段、１９民生委員名、２０民生委員連絡先、２１同居状況、２２
自宅外の緊急連絡先

 1.介護保険における要介護3・4・5の認定者、2.身体障害者手帳の1級・2級
の所持者、3.療育手帳のA1・A2の所持者、4.小児慢性特定疾病及び特定医療
費（指定難病）受給者のうち、寝たきり及び人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮
器をご利用の方、5.民生委員が把握している高齢者等のうち、避難行動に支
援が必要と判断された方、6.上記以外に避難に支援が必要で、名簿登録を希
望する方で市長が認めるもの
※上記1～6のうち、平常時より地域に提供することに同意をいただいている
方

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  補装具の支給決定者ファイル

 福祉部障害福祉課

 補装具の支給決定に関する事務を行うため

記録項目

記録範囲  補装具費（購入・修理）支給申請書を提出した者

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先  滋賀県身体障害者更生相談所

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５個人番号、６電話番号、７所得・
課税状況、８世帯情報、９申請内容、１０障害の状況、１１病歴

 （保有個人情報の収集の相手方）本人、保護者（成年後見人等含む）
（手段）本人等より書面にて収集

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  療育手帳交付に関する事務ファイル

 福祉部障害福祉課

記録項目

記録範囲  療育手帳交付等申請（届）書を提出した者

記録情報の収集方法  本人より書面にて収集する

 含む

記録情報の経常的提供先  滋賀県大津・高島子ども家庭相談センター、滋賀県精神保健福祉センター

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 療育手帳を交付するための県への経由事務のため。（根拠法令等：滋賀県療
育手帳制度実施要綱）

 １個人番号、２他の識別番号、３氏名、４生年月日・年齢、５性別、６家住
所、７電話番号、８家族状況、９障害の状況

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  生活保護受給者台帳

 福祉部生活福祉課

 生活保護事務の執行において必要な、生活保護受給者の情報を管理する

記録項目

記録範囲  生活保護受給者

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先  

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １ 個人番号、２ 識別番号等、３ 氏名、４ 生年月日・年齢、５ 性別、６ 
住所、７ 電話番号、８ 国籍・本籍、９ 家族状況、１０ 親族関係、１１ 婚
姻歴、１２ 職業・職歴、１３ 学業・学歴、１４ 資格、１５ 財産、１６ 財
産、１７ 収入、１８ 納税状況、１９公的扶助、２０ 取引状況、２１ 貸付
状況、２２ 犯罪の経歴、２３ 病歴・健康状態、２４ 障害の状況、２５ 意
見・要望、２６ 相談・苦情、２７ 容姿に関する情報、２８ その他保護の決
定にあたり必要な情報

 本人及び関係者（医療機関、金融機関、他の実施機関、他の官公庁等、対象
の生活保護受給者と関わりのある者）から口頭又は文書により収集

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  子育てのための施設等利用給付認定者ファイル

 福祉部子ども未来局保育幼稚園課

 子育てのための施設等利用給付の認定及び支給を行うために利用する

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  本人より書面及び口頭にて収集する。

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １個人番号、２他の識別番号、３氏名、４生年月日・年齢、５性別、６住所
、７電話番号、８家族状況、９親族関係、１０職業・職歴、１１学業・学歴
、１２公的扶助

 子育てのための施設等利用給付認定申請書により申請された児童及び申請児
童の家族・同居者として申告された者

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  市立幼稚園利用者ファイル

 福祉部子ども未来局保育幼稚園課

 市立幼稚園への入退園の手続きのために利用する

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  本人より書面及び口頭にて収集する。

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １個人番号、２他の識別番号、３氏名、４生年月日・年齢、５性別、６住所
、７電話番号、８家族状況、９職業・職歴、１０公的扶助

 　施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書により申請
された児童、及び、申請児童の家族・同居者として申告された者

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  施設型給付費・地域型保育給付費受給者ファイル

 福祉部子ども未来局保育幼稚園課

 利用者負担額（保育料）の決定のために利用する。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  本人より書面及び口頭にて収集する。

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １他の識別番号、２氏名、３生年月日・年齢、４性別、５住所、６電話番号
、７家族状況、８親族関係、９収入、１０公的扶助、１１課税情報

 　施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書により申請
された児童、及び、申請児童の家族・同居者として申告された者

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請者ファイル

 福祉部子ども未来局保育幼稚園課

 保育施設の利用調整をするために利用する

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  本人より書面及び口頭にて収集する。

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １個人番号、２他の識別番号、３氏名、４生年月日・年齢、５性別、６住所
、７電話番号、８家族状況、９親族関係、１０職業・職歴、１１学業・学歴
、１２公的扶助

 　施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書により申請
された児童、及び、申請児童の家族・同居者として申告された者
　保育所等利用希望申込書において別居祖父母として申告されたもの

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  保育料納管人ファイル

 福祉部子ども未来局保育幼稚園課

 保護者から納められる保育料の収納及び滞納等徴収業務のために利用する。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  本人より書面及び口頭にて収集する。

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １他の識別番号、２氏名、３生年月日・年齢、４性別、５住所、６電話番号
、７口座情報、８家族状況、９親族関係、１０保育料等収納情報、１１滞納
情報

 施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書により申請さ
れた児童、及び、申請児童の家族・同居者として申告された者

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  民間保育施設等運営助成事業ファイル

 福祉部子ども未来局保育幼稚園課

記録項目

記録範囲  私立保育所等職員、補助事業の対象となる保護者及び子ども

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 市内私立保育所等の運営に要する経費の一部を補助し、もって児童の福祉の
増進を図るために利用する

 １他の識別番号、２氏名、３生年月日・年齢、４性別、５住所、６家族状況
、７親族関係、８職業・職歴、９学業・学歴、１０資格

 助成対象となる法人代表者若しくは、事務担当より書面及び口頭にて収集す
る。

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  ひとり親世帯臨時特別給付金支給ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 ひとり親世帯臨時特別給付金の支給のために利用する。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 1氏名、2住所、3性別、4生年月日、5宛名番号、6児童扶養手当台帳情報、7
支給児童数、8支払口座情報、9支払額

 ひとり親世帯臨時特別給付金基本給付の申請書を提出した者（令和２年度）
基準日における児童扶養手当受給者

 申請者本人からの申請書、住民基本台帳、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援
システム（児童扶養手当支給情報）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  子育て世帯への臨時特別給付支給ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 子育て世帯への臨時特別給付の支給のために利用する。

記録項目

記録範囲  子育て世帯への臨時特別給付金支給対象者

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、３性別、4生年月日、５宛名番号、6児童情報（氏名、宛名
番号）、7支払口座情報、8支払額

 申請者本人からの申請書
住民基本台帳
ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援システム（児童手当支給情報）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル

 －



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  児童手当支給ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 児童手当及び特例給付を支給するために利用する。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  他市町村（情報提供ネットワークシステム）

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １認定番号、２受給者情報（宛名コード、個人番号、氏名、生年月日、性別
、郵便番号、住所、被用区分、外国人区分、配偶者情報）、３児童情報、４
手当区分、５支給開始年月、６電話番号、７支払情報、８口座情報、９所得
情報、１０年金情報

 児童手当・特例給付認定請求書を提出した者、配偶者、児童
（平成２４年度以降）

 本人又は代理人、住民基本台帳ネットワークシステム（住民情報・所得情報
）、他市町村（情報提供ネットワークシステム）、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子
育て支援システム

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  児童扶養手当支給ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 児童扶養手当を支給するために利用する。

記録項目

記録範囲  児童扶養手当申請者

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 1氏名、2住所、３性別、４生年月日、5電話番号、6続柄、7宛名番号、8証書
番号、9生計維持情報、10同居者情報、11児童情報、12ひとり親等となった理
由、13所得情報、14年金情報、15支給情報、16口座情報、17認定年月、18外
国人区分、19在留情報、20個人番号

 本人、住民基本台帳ネットワークシステム（住民情報、所得情報）、他市町
村(情報提供ネットワークシステム）、ＭＩＳＡＬＩＯ子供子育て支援システ
ム、ＭＣＷＥＬ障害者システム

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

 他市町村(情報提供ネットワークシステム）

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  出産・子育て応援給付ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 出産・子育て応援給付を支給するために利用する。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  本人及び住民基本台帳、総合保健システム

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  ―

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 【出産応援給付】
１世帯番号、２健康管理番号、３宛名番号、４氏名、５住所、６生年月日、
７送付先、８電話番号、９申請日、１０申請書整理番号、１１支給口座情報
（金融機関情報、口座番号、口座名義氏名・カナ氏名）　１２支給金額、１
３支給日

【子育て応援給付】
１対象児童名、２対象児童住所、３対象児童生年月日、４対象児童宛名番号
、５対象児童健康管理番号、６申請者世帯番号、７申請者健康管理番号、８
申請者宛名番号、９申請者氏名、１０申請者住所、１１申請者生年月日、１
２送付先、１３電話番号、１４申請日、１５申請書整理番号、１６支給口座
情報（金融機関情報、口座番号、口座名義氏名・カナ氏名）　１７支給金額
、１８支給日

 出産応援給付申請書を提出した者（令和４年度以降）
子育て応援給付の対象児童及び申請書を提出した養育者（令和４年度以降）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  新生児等特別定額給付金ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 新生児等特別定額給付金を支給するために利用する。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法  申請者本人及び住民基本台帳

 含まない

記録情報の経常的提供先  ―

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 ―

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  ―

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １対象児童名、２対象児童住所、３対象児童生年月日、４世帯番号、５対象
児童宛名番号、６申請者氏名、７申請者住所、８申請者生年月日、９支給口
座情報（金融機関情報、口座番号、口座名義氏名・カナ氏名）、１０申請受
付日、１１支給金額、１２支給日

 新生児等特別定額給付金の対象児童及び申請書を提出した養育者（令和２年
度以降）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  大津市ひとり親家庭子育て臨時給付金支給ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 大津市ひとり親家庭子育て臨時給付金の支給のために利用する。

記録項目

記録範囲  大津市ひとり親家庭子育て臨時給付金支給対象者（令和２年度以降）

記録情報の収集方法  ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援システム（児童扶養手当支給情報）

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

□ 法第６０条第２項第１号

☑ 法第６０条第２項第２号

□ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、3宛名番号、4児童扶養手当証書番号、5支払口座情報、6対
象児童氏名、７支払金額

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  大津市養育費に関する公正証書等作成支援補助金交付事務

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

□ 法第６０条第２項第１号

☑ 法第６０条第２項第２号

□ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 養育費に関する公正証書等作成支援補助金を交付するための審査に利用する
。

 1氏名、2住所、3連絡先、4世帯全員の情報、5公正証書等取り決めた情報

 養育費に関する公正証書等作成支援補助金交付申請書を提出した者（令和２
年度以降）

 本人、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援システム、ＭＣＷＥＬ障がい者シス
テム

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  大津市養育費保証契約促進補助金交付事務

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 養育費保証契約促進補助金を交付するための審査に利用する。

記録項目

記録範囲  養育費保証契約促進補助金交付申請書を提出した者（令和５年度以降）

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

□ 法第６０条第２項第１号

☑ 法第６０条第２項第２号

□ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 1氏名、2住所、3連絡先、4世帯全員の情報、5調停内容、6保証契約内容

 本人、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援システム、ＭＣＷＥＬ障がい者シス
テム

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含む

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯
分、その他世帯分）の支給のために利用する。

 １氏名、2住所、３生年月日、4性別、５宛名番号、6児童扶養手当台帳情報
、7課税情報、8支給対象児童数、９支給対象児童情報（氏名、生年月日、宛
名番号）、10支払口座情報、11支払額、12支払日

 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給対象者（令
和3年度以降）

 申請者本人からの申請書、住民基本台帳ネットワークシステム（住民情報・
所得情報）、他市町村、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援システム（児童扶
養手当情報、児童手当情報）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

☑ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金に関する審査、償還業務の遂行のために利
用する。

 1氏名、2年齢、3個人番号、4生年月日、5住所、6支払口座情報、7養育する
児童の状況、8家族の状況、9連帯保証人の情報、10借入金の状況、11連絡先
、12職業、13財産、14収入や家計状況

 母子・父子・寡婦福祉資金貸付申請者及び連帯債務者及び連帯保証人（平成
２１年度以降）

 本人（申請者、連帯債務者、連帯保証人）及び口頭、住民基本台帳ネットワ
ークシステム（住民情報・所得情報）、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援シ
ステム、ＭＣＷＥＬ障がい者システム

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  母子・父子台帳

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 ひとり親向け施策利用の資格審査のために利用する。

記録項目

記録範囲  児童扶養手当申請者及び母子・父子届提出者

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

☑ 法第６０条第２項第１号

□ 法第６０条第２項第２号

□ 有 ☑　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 １氏名、２住所、３生年月日、4電話番号、5性別、6世帯区分、7宛名番号、
8世帯情報

 本人
住民基本台帳ネットワークシステム（住民情報）

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  母子家庭等自立支援事業ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  －

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

□ 法第６０条第２項第１号

☑ 法第６０条第２項第２号

□ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 就労支援のために利用する。自立支援教育訓練給付金事業及び高等職業訓練
促進給付金事業における本人の資格審査のために利用する。

 1氏名、2住所、3連絡先、4年齢、5生年月日、6家族状況、7学歴、8相談内容
、9個人番号、10対象訓練講座（養成機関）の情報、11子の情報、12支払口座
情報

 就労支援を受けた者（平成２９年度以降）
自立支援教育訓練給付金の申請書を提出した者（平成２４年度以降）
高等職業訓練促進給付金の申請書を提出した者（平成２４年度以降）

 本人、他市町村（情報提供ネットワークシステム）、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども
子育て支援システム、ＭＣＷＥＬ障がい者システム

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係）

個人情報ファイル簿

個人情報ファイルの名称  母子家庭等日常生活支援事業ファイル

 福祉部子ども未来局子ども家庭課

 日常生活支援事業利用者負担金の算出のために利用する。

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

 含まない

記録情報の経常的提供先  ひとり親家庭等日常生活支援業務受託者

（名称） 大津市政策調整部市政情報課

（所在地）〒520-8575

 －

個人情報ファイルの種別

□ 法第６０条第２項第１号

☑ 法第６０条第２項第２号

□ 有 □　無

備考  －

個人情報ファイルが利用
に供される事務をつかさ
どる組織の名称

個人情報ファイルの利用
目的

 1氏名、2住所、3個人番号、4生年月日、5連絡先、6家族状況、7所得の情報

 ひとり親家庭等家庭生活支援員派遣対象家庭認定申請書を提出した者（平成
２９年度以降）

 本人、住民基本台帳ネットワークシステム（住民情報・所得情報）、他市町
村（情報提供ネットワークシステム）、ＭＩＳＡＬＩＯ子ども子育て支援シ
ステム、ＭＣＷＥＬ障がい者システム

要配慮個人情報が含まれ
るときは、その旨

開示請求等を受理する組
織の名称及び所在地 大津市御陵町3番1号

訂正及び利用停止に関す
る他の法令の規定による
特別の手続等

個人情報の保護に関する法律施行令　
（平成１５年政令第５０７号）第２１
条第７項に該当する個人情報ファイル



様式第１号（第２条関係） 
 

個 人 情報 ファ イル 簿  

個人情報ファイルの名称 大津市 児童家庭相談システム 

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称 

福祉部子ども未来局 子ども・子育て安心課 

個人情報ファイルの利用

目的 

児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律に基づく相談対応の取り扱

い状況にかかる情報を管理するため 

記録項目 氏名、住所、性別、生年月日、所属（保育所・学校等）、家族状況 

記録範囲 相談対応を行った児童及び保護者等に関すること 

記録情報の収集方法 相談者からの相談、情報提供及び関係機関への調査等 

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地 

（名称）大津市政策調整部市政情報課 

（所在地）〒520-8575 滋賀県大津市御陵町 3-1 

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第６０条第２項第１号 

□ 法第６０条第２項第２号 
個人情報の保護に関する法律施行令

（平成１５年政令第５０７号）第２１

条第７項に該当する個人情報ファイル 

□ 有  ■ 無 

備考  
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